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■
引
越
し
等
に
よ
る
水
道
の

届
出
に
つ
い
て

営
業
課（
☎
８
７
７
―
８
４
７

６
・
８
７
７
―
８
４
６
０
）

　
引
越
し
等
に
よ
る
水
道
の
使
用

開
始
ま
た
は
使
用
中
止
を
し
た
い

と
き
は
２
～
３
日
前
の
平
日
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

受
付
時
間　
月
～
金
曜
日
の
８
時

30
分
～
17
時
15
分
（
電
話
ま
た
は

営
業
課
窓
口
受
付
）

・
受
付
の
際
に
使
用
開
始
日
ま
た
は

使
用
中
止
日
・
使
用
者
の
氏
名
・
住

所
・
連
絡
先
な
ど
を
確
認
し
ま
す
。

・
基
本
的
に
立
会
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

※
16
時
以
降
の
閉
栓
受
付
は
、
翌

営
業
日
に
閉
栓
作
業
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

■
引
越
し
ご
み
に
つ
い
て

環
境
保
全
課（
内
線
３
２
１
１
）

燃
え
る
ご
み
・
燃
え
な
い
ご
み

　
市
の
指
定
ご
み
袋
に
入
れ
、
指

定
収
集
日
に
合
わ
せ
て
出
し
て
く

だ
さ
い
。
袋
の
数
が
20
袋
を
超
え

る
場
合
は
環
境
保
全
課
ま
で
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

資
源
ご
み

　
紙
類
（
新
聞
紙
、雑
誌
、段
ボ
ー

ル
等
）や
容
器
類（
ビ
ン
、缶
、ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
等
）
は
再
生
利
用
さ
れ

ま
す
。
燃
え
る
ご
み
・
燃
え
な
い

ご
み
に
混
ぜ
な
い
よ
う
、
ご
協
力

お
願
い
し
ま
す
。

粗
大
ご
み

　
粗
大
ご
み
は
事
前
申
込
み
が
必

要
で
す
。
粗
大
ご
み
収
集
日
前
日

（
土
日
・
祝
日
除
く
）
16
時
ま
で
に

環
境
保
全
課
へ
申
込
み
く
だ
さ
い
。

テ
レ
ビ
・
冷
蔵
庫
・
冷
凍
庫
・
洗

濯
機
・
衣
類
乾
燥
機
・
エ
ア
コ
ン

　
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
対
象
品
の
た

め
市
で
収
集
が
で
き
ま
せ
ん
。
購

入
先
に
引
き
取
り
を
依
頼
し
て
く

だ
さ
い
。
購
入
先
が
不
明
ま
た
は

廃
業
等
で
存
在
し
な
い
場
合
、
市

の
許
可
業
者
に
引
き
取
り
を
依
頼

す
る
か
、
指
定
引
き
取
り
場
所
へ

自
己
搬
入
し
て
く
だ
さ
い
。

許
可
業
者

・
浦
添
市
清
掃
事
業
協
同
組
合

（
☎
８
７
７

−

２
７
５
０
）

・
有
限
会
社
沖
縄
ク
リ
ー
ン
工
業

（
☎
９
５
１

−
０
３
７
０
）

・
丸
一
商
会

（
☎
９
４
６

−
５
２
６
５
）

■
猫
は
室
内
で
飼
う
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
！

環
境
保
全
課（
内
線
３
２
１
６
）

　
猫
に
と
っ
て
屋
外
は
事
故
や
感

染
症
な
ど
危
険
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
屋
外
で
行
動
さ
せ

て
い
る
こ
と
が
、
周
辺
住
民
の
迷

惑
と
な
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　
ご
近
所
の
敷
地
内
へ
の
フ
ン
・

尿
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
た
め
に
も
、

野
良
猫
へ
の
無
責
任
な
エ
サ
や
り

行
為
を
せ
ず
、
飼
い
猫
は
室
内
飼

育
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

　
首
輪
・
迷
子
札
を
付
け
、
猫
用

の
ト
イ
レ
を
用
意
し
、
家
族
の
一

員
と
し
て
最
後
ま
で
責
任
を
持
っ

て
飼
い
ま
し
ょ
う
。

　
飼
い
主
の
い
な
い
不
幸
な
猫
を

増
や
さ
な
い
為
に
も
避
妊
・
去
勢

手
術
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

■
戦
後
70
年
企
画「
浦
添
の
戦

場
を
歩
く
⑵
～
前
田
高
地
～
」

文
化
課（
内
線
６
２
１
７
）

　
沖
縄
戦
の
前
田
高
地
は「
あ
り
っ

た
け
の
地
獄
を
一
つ
に
ま
と
め
た
」と

言
わ
し
め
る
ほ
ど
の
激
戦
地
で
し
た
。

　
戦
後
70
年
企
画
と
し
て
、
浦
添
グ

ス
ク
周
辺
に
残
る
戦
跡
を
中
心
に
前

田
高
地
の
戦
闘
に
つ
い
て
、
う
ら
お

そ
い
歴
史
ガ
イ
ド
が
案
内
し
ま
す
。

日
時　
３
月
13
日（
日
）
※
少
雨
決
行

受
付　
９
時
～
９
時
30
分
。
出
発

9
時
45
時
。
終
了
12
時
30
分

コ
ー
ス　
よ
う
ど
れ
館
→
浦
和
の

塔・
デ
ィ
ー
グ
ガ
マ
→
前
田
高
地

平
和
之
碑
→
ワ
カ
リ
ジ
ー（
為
朝

岩
）
→
糧
食
壕
→
乾
パ
ン
壕
→
ク

チ
グ
ヮ
ー
ガ
マ
→
・
よ
う
ど
れ
館

※
コ
ー
ス
・
ポ
イ
ン
ト
は
都
合
に

よ
り
変
更
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

集
合
・
解
散
場
所　
浦
添
グ
ス
ク
・

よ
う
ど
れ
館

募
集
人
員　
60
人

対
象　
小
学
生
以
上

※
小
学
生
は
保
護
者
同
伴

参
加
料　
３
０
０
円
（
保
険
料
・

資
料
代
）

募
集
期
間　
３
月
10
日（
木
）ま
で

申
込
み
先　
浦
添
グ
ス
ク
・
よ
う

ど
れ
館
（
☎
８
７
４

−

９
３
４
５
）

※
月
曜
休
館

■
平
成
28
年
度
就
学
援
助
事
業

に
つ
い
て

学
務
課（
内
線
６
５
１
５
）

就
学
援
助
と
は
？

　
経
済
的
に
お
困
り
の
ご
家
庭
で

も
、
お
子
さ
ん
が
安
心
し
て
義
務

教
育
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
公
立

の
小
中
学
校
へ
通
う
児
童
生
徒
の

保
護
者
を
対
象
に
「
就
学
援
助
事

業
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。
詳
細
は

学
校
を
通
し
て
お
知
ら
せ
通
知
を

配
布
し
ま
す
。
申
請
書
の
必
要
な

人
は
、
学
校
事
務
室
ま
た
は
学
務

課
で
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

　
認
定
さ
れ
る
と
、
学
用
品
費
・

給
食
費
・
修
学
旅
行
費
・
医
療
費

な
ど
の
一
部
が
援
助
さ
れ
ま
す
。

※
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
人
は

医
療
費
と
修
学
旅
行
費
の
み
。

対
象　
次
の
①
～
④
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
人

①
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
人

②
生
活
保
護
を
停
止
ま
た
は
廃
止

さ
れ
た
人

③
市
民
税
が
非
課
税
の
人

④
生
活
保
護
世
帯
に
準
ず
る
程
度

の
困
窮
と
認
め
ら
れ
る
人

新
規
申
請　
４
月
７
日
（
木
）
～

４
月
28
日
（
木
）

※
４
月
１
日
よ
り
援
助
開
始

追
加
申
請　
５
月
２
日
（
月
）
～

12
月
28
日
（
水
）

※
申
請
月
の
翌
月
よ
り
援
助
開
始

対
象
と
な
る
手
続
き

①
住
民
票
等
の
交
付

②
戸
籍
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付

※
戸
籍
届
の
提
出
直
後
の
方
は
交

付
で
き
ま
せ
ん
。

③
印
鑑
登
録
お
よ
び
印
鑑
登
録
証

明
書
交
付

④
返
戻
さ
れ
た
通
知
カ
ー
ド
の
受

取
り

⑤
住
民
異
動
届
受
付
※
個
人
番
号

カ
ー
ド
・
住
基
カ
ー
ド
所
有
者
対

象
の
特
例
転
入
（
転
出
証
明
書
不

要
）、
国
外
転
入
を
希
望
す
る
人

は
受
付
で
き
ま
せ
ん
。

　
申
請
・
届
出
の
内
容
に
よ
っ
て

は
、
対
応
で
き
な
い
も
の
が
あ
り

ま
す
の
で
、
不
明
な
点
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
事
前
に
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　
戸
籍
届
（
出
生
・
死
亡
・
婚
姻
・

離
婚
な
ど
）
は
、
提
出
（
仮
受
付
）

の
み
の
対
応
と
な
り
ま
す
。

■
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー

ド
は
受
け
取
り
ま
し
た
か
？

市
民
課

（
内
線
３
０
６
５
・
３
０
６
６
）

　

市
民
の
皆
さ
ん
へ
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
通
知
カ
ー
ド
を
簡
易
書
留

で
送
付
し
ま
し
た
が
、
受
領
さ
れ

な
か
っ
た
通
知
カ
ー
ド
を
市
民
課

で
保
管
し
て
い
ま
す
の
で
保
管
期

限
ま
で
に
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

受
取
に
必
要
な
も
の

・
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
な

ど
）・
印
鑑
（
認
印
可
）

場
所　
市
役
所
１
階　
市
民
課

受
付
時
間　
８
時
30
分
～
17
時
15

分
（
土
日
・
祝
日
除
く
）

保
管
期
限 

４
月
３
日
（
日
）
ま
で

※
本
人
お
よ
び
同
じ
世
帯
の
人
の

通
知
カ
ー
ド
を
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
世
帯
が
異
な
る
人
の

通
知
カ
ー
ド
を
代
理
で
受
け
取
る

に
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

※
通
知
カ
ー
ド
は
社
会
保
障
・
税

分
野
（
年
金
・
健
康
保
険
・
税
申

告
な
ど
）
に
お
け
る
各
種
行
政
手

続
き
で
利
用
し
ま
す
。

※
保
管
期
限
ま
で
に
受
領
さ
れ
な

か
っ
た
通
知
カ
ー
ド
は
廃
棄
し
ま

す
。
廃
棄
後
に
通
知
カ
ー
ド
の
交

付
を
希
望
す
る
場
合
は
再
交
付
扱

い
と
な
り
１
枚
当
た
り
５
０
０
円

の
手
数
料
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

■
児
童
扶
養
手
当
お
よ
び
特

別
児
童
扶
養
手
当
の
制
度
に

つ
い
て

児
童
家
庭
課(

内
線
３
６
１
３)

児
童
扶
養
手
当
と
は

　
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
生
活
の
安

定
と
自
立
の
促
進
、
児
童
の
福
祉

の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
制
度
で
す
。（
外
国
人
の
人
も

支
給
対
象
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

公
的
年
金
等
が
低
額
の
場
合
、
併

給
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。）

※
児
童
と
は
、
18
歳
に
達
す
る
日

以
降
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の

間
に
あ
る
方
（
一
定
程
度
の
障
が

い
が
あ
る
20
歳
未
満
）

支
給
対
象

次
の
①
～
⑥
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
児
童
を
監
護
す
る
母
、
監
護
し
か

つ
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る
父
ま
た

は
当
該
父
母
以
外
の
者
で
当
該
児
童

を
養
育
す
る
人
が
対
象
で
す
。

①
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

③
父
ま
た
は
母
が
一
定
程
度
の
障

が
い
に
あ
る
児
童

④
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か

で
な
い
児
童

⑤
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
の

Ｄ
Ｖ
保
護
命
令
を
受
け
た
児
童

⑥
そ
の
他
（
父
ま
た
は
母
が
１
年
以

上
遺
棄
し
て
い
る
児
童
、
母
が
婚
姻

に
よ
ら
な
い
で
懐
胎
し
た
児
童
な
ど
）

特
別
児
童
扶
養
手
当

身
体
や
精
神
に
一
定
程
度
の
障
が

い
が
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
に
つ

い
て
、
児
童
の
福
祉
増
進
を
図
る

目
的
と
し
た
制
度
で
す
。

支
給
対
象

　
身
体
や
精
神
に
障
が
い
を
有
す

る
20
歳
未
満
の
児
童
を
監
護
す
る

父
ま
た
は
母
。
も
し
く
は
父
母
に

代
わ
っ
て
養
育
し
て
い
る
人
。

※
こ
れ
ら
の
手
当
を
受
給
す
る
た

め
に
は
窓
口
で
申
請
が
必
要
で
す
。

所
得
制
限
、
そ
の
他
要
件
が
あ
り

ま
す
。
支
給
要
件
に
該
当
す
る
か

申
請
相
談
時
に
確
認
し
ま
す
の
で
、

該
当
し
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
児
童
家
庭
課
ま
で

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
市
か
ら
の

　 

お
知
ら
せ

■
３
月
・
４
月
は
市
民
課
窓

口
が
大
変
混
み
合
い
ま
す
。

～
休
日
窓
口
開
設
の
お
知

ら
せ
～

市
民
課（
内
線
３
０
６
７
）

　
４
月
は
転
入
・
転
出
な
ど
の
住

民
異
動
届
の
手
続
き
の
た
め
に
多

く
の
方
が
市
役
所
を
訪
れ
ま
す
。

そ
の
た
め
、
３
月
下
旬
か
ら
４
月

上
旬
に
か
け
て
窓
口
が
大
変
混
み

合
い
、
待
ち
時
間
が
２
～
３
時
間

に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
４
月

の
第
１
週
目
、
毎
週
月
曜
・
金
曜

日
は
、
特
に
混
み
合
い
ま
す
の
で
、

手
続
き
を
予
定
の
皆
さ
ん
に
は
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。
な
お
、
転
入
届
と
転
居
届
は

引
越
し
後
２
週
間
以
内
の
手
続
き

と
な
り
ま
す
が
、
転
出
届
に
つ
い

て
は
、
引
越
し
２
週
間
前
か
ら
手

続
き
が
で
き
、
郵
送
手
続
き
も
で

き
ま
す
。
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
混
雑
の
緩
和
と
平
日
来

庁
で
き
な
い
方
の
た
め
に
休
日
窓

口
を
開
設
し
ま
す
の
で
、
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

日
時　
３
月
27
日
（
日
）・
４
月

３
日
（
日
）

受
付
時
間　
８
時
45
分
～
11
時
30

分
、
13
時
15
分
～
16
時
30
分

場
所　
市
役
所
１
階　
市
民
課


